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厚
生
労
働
省
は
一
二
月
一
八
日
、「
平
成
二

五
年
度
障
害
者
雇
用
実
態
調
査
」
の
結
果
を

と
り
ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
平
成
二

五
（
二
○
一
三
）
年
度
に
全
国
で
働
く
障
が

い
者
は
前
回
調
査
（
二
○
○
八
年
度
、
四
四

万
八
○
○
○
人
）
よ
り
一
八
万
三
○
○
○
人

増
加
の
六
三
万
一
○
○
○
人
と
な
り
、
過
去

最
高
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

調
査
は
、
民
営
事
業
所
に
お
け
る
障
が
い

者
の
雇
用
の
実
態
を
把
握
し
、
今
後
の
障
が

い
者
の
雇
用
施
策
の
検
討
や
立
案
に
役
立
て

る
こ
と
を
目
的
に
、
事
業
所
調
査
と
個
人
調

査
の
二
種
類
の
調
査
を
五
年
毎
に
実
施
し
て

い
る
。
事
業
所
調
査
は
二
○
一
三
年
一
一
月
、

常
用
労
働
者
五
人
以
上
を
雇
用
す
る
民
営
事

業
所
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
一
万
三
一
○
○

事
業
所
を
対
象
に
実
施
。
個
人
調
査
は
、
事

業
所
調
査
の
対
象
事
業
所
か
ら
半
数
を
抽
出

し
、
そ
れ
ら
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
身
体

障
が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い

者
を
対
象
に
実
施
。
回
収
数
は
、
事
業
所
票

が
八
六
七
三
事
業
所
（
回
収
率
六
六
・
○
％
）、

個
人
票
が
九
六
七
九
票
（
同
六
二
・
四
％
）。

 

事
業
所
調
査

　

五
人
以
上
の
民
営
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る

障
が
い
者
数
（
推
計
、
以
下
同
）
は
六
三
万

一
○
○
○
人
。
障
害
種
別
に
み
る
と
、
身
体

障
が
い
者
が
四
三
万
三
○
○
○
人
（
前
回
調

査
三
四
万
六
○
○
○
人
）、
知
的
障
が
い
者

が
一
五
万
人
（
同
七
万
三
○
○
○
人
）、
精

神
障
が
い
者
が
四
万
八
○
○
○
人
（
同
二
万

九
○
○
○
人
）
と
な
り
、
い
ず
れ
の
障
害
種

別
で
も
前
回
調
査
よ
り
増
加
し
て
い
る
。

　

産
業
別
に
み
る
と
、
身
体
障
が
い
者
は
、

「
卸
売
業
、小
売
業
」（
二
七
・
九
％
）
で
も
っ

と
も
多
く
雇
用
さ
れ
て
お
り
、
次
い
で
、「
製

造
業
」（
一
九
・
三
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
業
」（
一

三
・
三
％
）
の
順
と
な
る
。
知
的
障
が
い
者

で
は
、「
卸
売
業
、
小
売
業
」（
三
七
・
五
％
）、

「
製
造
業
」（
二
五
・
七
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
業
」

（
一
四
・
一
％
）
の
順
と
な
る
。
精
神
障
が

い
者
で
は
、「
製
造
業
」（
二
一
・
二
％
）、「
卸

売
業
、
小
売
業
」（
二
○
・
五
％
）
が
上
位
に

並
び
、「
サ
ー
ビ
ス
業
」（
一
三
・
三
％
）、

「
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」（
一
三
・

○
％
）
が
続
く
。

　

職
業
別
に
み
る
と
、
身
体
障
が
い
者
は
多

い
順
に
、「
事
務
的
職
業
」（
三
一
・
七
％
）、「
専

門
的
・
技
術
的
職
業
」（
一
四
・
三
％
）、「
販

売
の
職
業
」（
一
三
・
六
％
）
と
な
る
。
知
的

障
が
い
者
は
、「
生
産
工
程
従
事
者
」（
二
五
・

六
％
）、「
運
搬
・
清
掃
・
包
装
等
従
事
者
」（
二

一
・
九
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
の
職
業
」（
二
○
・

五
％
）。
精
神
障
が
い
者
は
、「
事
務
的
職
業
」

（
三
二
・
五
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
の
職
業
」（
一
五
・

一
％
）、「
生
産
工
程
従
事
者
」（
一
二
・
九
％
）

の
順
と
な
る
。

週
二
○
時
間
以
上
三
○
時
間
未
満
で

働
く
知
的
障
が
い
者
の
割
合
が
倍
増

　

雇
用
形
態
で
み
る
と
、
正
社
員
（
無
期
契

約
正
社
員
と
有
期
契
約
正
社
員
の
合
計
）
の

割
合
は
、身
体
障
が
い
者
が
五
五
・
九
％
（
前

回
調
査
六
四
・
四
％
）、
知
的
障
が
い
者
が

一
八
・
八
％
（
同
三
七
・
三
％
）、
精
神
障

が
い
者
が
四
○
・
八
％
（
同
四
六
・
七
％
）

と
な
り
、
い
ず
れ
も
前
回
調
査
よ
り
低
下
し

て
い
る
。

　

労
働
時
間
で
み
る
と
、
週
三
○
時
間
以
上

の
割
合
は
、
身
体
障
が
い
者
が
八
一
・
八
％

（
前
回
調
査
八
二
・
八
％
）、
知
的
障
が
い

者
が
六
一
・
九
％
（
同
七
九
・
一
％
）、
精

神
障
が
い
者
が
六
八
・
九
％（
同
七
三
・
一
％
）

と
な
る
。
一
方
、
週
二
○
時
間
以
上
三
○
時

間
未
満
の
短
時
間
労
働
者
を
み
る
と
、
身
体

障
が
い
者
が
一
二
・
○
％
（
同
一
四
・
七
％
）、

知
的
障
が
い
者
が
二
六
・
五
％
（
同
一
三
・

二
％
）、
精
神
障
が
い
者
が
二
六
・
二
％
（
同

二
四
・
八
％
）
と
な
る
。

　

知
的
障
が
い
者
と
精
神
障
が
い
者
の
短
時

間
労
働
者
の
割
合
は
前
回
調
査
よ
り
増
加
し

て
お
り
、
な
か
で
も
、
知
的
障
が
い
者
は
ほ

ぼ
倍
増
（
前
回
調
査
一
三
・
二
％
→
今
回
調

査
二
六
・
五
％
）
し
て
い
る
。
厚
労
省
担
当

者
は
、「
週
二
○
時
間
以
上
三
○
時
間
未
満
で

働
く
知
的
障
が
い
者
が
雇
用
率
に
カ
ウ
ン
ト

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
背
景
の
ひ
と

つ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
。

働
く
身
体
障
が
い
者
の
半
数
以
上
が

月
給
制

　

賃
金
（
二
○
一
三
年
一
○
月
分
、
超
過
勤

務
手
当
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
が
い

者
は
平
均
で
二
二
万
三
○
○
○
円
（
前
回
調

査
二
五
万
四
○
○
○
円
）
と
な
り
、
そ
れ
を

週
所
定
労
働
時
間
別
に
み
る
と
、
三
○
時
間

以
上
は
二
五
万
一
○
○
○
円
（
同
二
六
万
八

○
○
○
円
）、
二
○
時
間
以
上
三
○
時
間
未

満
は
一
○
万
七
○
○
○
円
（
同
一
九
万
七
○

○
○
円
）、
二
○
時
間
未
満
は
五
万
九
○
○

○
円
（
同
五
万
二
○
○
○
円
）
と
な
る
。
賃

金
の
支
払
形
態
は
、
月
給
制
（
五
八
・
八
％
）、

日
給
制（
四
・
八
％
）、時
給
制（
三
二
・
六
％
）

と
な
っ
て
い
る
。

　

知
的
障
が
い
者
は
平
均
で
一
○
万
八
○
○

○
円
（
同
一
一
万
八
○
○
○
円
）
と
な
り
、

三
○
時
間
以
上
は
一
三
万
円
（
前
回
調
査
一

二
万
四
○
○
○
円
）、
二
○
時
間
以
上
三
○

時
間
未
満
は
八
万
七
○
○
○
円
（
同
八
万
三

○
○
○
円
）、
二
○
時
間
未
満
は
三
万
五
○

○
○
円
（
同
四
万
円
）
と
な
る
。
賃
金
の
支

払
形
態
は
、
月
給
制
（
二
八
・
三
％
）、
日

給
制
（
四
・
九
％
）、時
給
制
（
六
五
・
九
％
）

と
な
る
。

　

一
方
、
精
神
障
が
い
者
は
平
均
で
一
五
万

九
○
○
○
円
（
前
回
調
査
一
二
万
九
○
○
○

円
）
で
、
三
○
時
間
以
上
は
一
九
万
六
○
○

○
円
（
同
一
二
万
四
○
○
○
円
）、
二
○
時

間
以
上
三
○
時
間
未
満
は
八
万
三
○
○
○
円

（
前
回
同
額
）、
二
○
時
間
未
満
は
四
万
七

○
○
○
円
（
同
四
万
円
）
と
な
る
。
賃
金
の

支
払
形
態
は
、
月
給
制
（
四
四
・
○
％
）、

日
給
制（
三
・
二
％
）、時
給
制（
五
一
・
七
％
）

と
な
る
。 ト

ピ
ッ
ク
ス

障
が
い
者
雇
用

3

働
く
障
が
い
者
が
過
去
最
高
の
六
三
万
人
に
―
―
厚
労
省
調
査
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雇
用
上
の
課
題
は
障
が
い
者
向
け
の

仕
事

　

障
が
い
者
を
雇
用
す
る
際
の
課
題
（
複
数

回
答
、
以
下
同
じ
）
に
つ
い
て
は
、
身
体
障

が
い
者
で
は
、「
会
社
内
に
適
当
な
仕
事
が
あ

る
か
」（
七
六
・
二
％
）
が
も
っ
と
も
多
く
、

次
い
で
「
職
場
の
安
全
面
の
配
慮
が
適
切
に

で
き
る
か
」（
五
一
・
四
％
）、「
採
用
時
に
適
性
、

能
力
を
十
分
把
握
で
き
る
か
」（
三
七
・
五
％
）

と
な
る
。
知
的
障
が
い
者
で
は
、「
会
社
内
に

適
当
な
仕
事
が
あ
る
か
」（
八
三
・
七
％
）
が

最
多
で
、
以
下
、「
職
場
の
安
全
面
の
配
慮
が

適
切
に
で
き
る
か
」（
四
四
・
八
％
）、「
採
用

時
に
適
性
、
能
力
を
十
分
把
握
で
き
る
か
」

（
四
四
・
八
％
）
が
同
率
で
並
ぶ
。
精
神
障

が
い
者
で
は
、「
会
社
内
に
適
当
な
仕
事
が
あ

る
か
」（
七
七
・
二
％
）、「
従
業
員
が
障
害
特

性
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
か
」（
四
七
・
四
％
）、

「
採
用
時
に
適
性
、
能
力
を
十
分
把
握
で
き

る
か
」（
四
三
・
二
％
）
の
順
と
な
る
。

　

一
方
、
雇
用
し
て
い
る
障
が
い
者
へ
の
配

慮
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
が
い
者
は
「
配
置

転
換
等
人
事
管
理
面
に
つ
い
て
の
配
慮
」、

知
的
障
が
い
者
は
「
工
程
の
単
純
化
な
ど
職

務
内
容
の
配
慮
」、
精
神
障
が
い
者
に
つ
い

て
は
、「
通
院
・
服
薬
管
理
な
ど
雇
用
管
理
上

の
配
慮
」
が
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
と
も
多
く
な
る
。

　

障
が
い
者
を
雇
用
す
る
上
で
、
関
係
機
関

に
期
待
す
る
取
り
組
み
と
し
て
は
、
身
体
障

が
い
者
は
「
障
害
者
雇
用
支
援
設
備
・
施
設
・

機
器
の
設
置
の
た
め
の
助
成
・
援
助
」、
知

的
障
が
い
者
お
よ
び
精
神
障
が
い
者
に
つ
い

て
は
、「
具
体
的
な
労
働
条
件
、
職
務
内
容
等

に
つ
い
て
相
談
で
き
る
窓
口
の
設
置
」
が
そ

れ
ぞ
れ
も
っ
と
も
多
く
な
る
。

 

個
人
調
査

　

一
方
、
個
人
調
査
は
、
現
在
の
会
社
に
就

職
す
る
前
の
状
況
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。

身
体
障
が
い
者
と
精
神
障
が
い
者
は
、「
今
と

別
の
会
社
で
働
い
た
こ
と
が
あ
る
」、
知
的

障
が
い
者
は
、「
学
校
で
勉
強
し
て
い
た
」
が

そ
れ
ぞ
れ
ト
ッ
プ
と
な
る
。

　

身
体
障
が
い
者
と
精
神
障
が
い
者
の
転
職

経
験
者
に
直
前
の
職
場
を
離
職
し
た
理
由
を

尋
ね
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
個
人
的
理
由
」
が

も
っ
と
も
多
く
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

と
も
に
、「
賃
金
、
労
働
条
件
に
不
満
」、「
職

場
の
雰
囲
気
・
人
間
関
係
」、「
仕
事
内
容
が

あ
わ
な
い
」、「
会
社
の
配
慮
が
不
十
分
」
の

順
と
な
っ
た
。

就
職
相
談
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で

　

就
職
に
際
し
て
の
相
談
先
（
複
数
回
答
）

に
つ
い
て
は
、
身
体
障
が
い
者
は
、「
公
共
職

業
安
定
所
」（
三
三
・
六
％
）、「
自
分
で
探
し

た
」（
二
一
・
三
％
）、「
家
族
・
親
戚
」（
一
六
・

二
％
）、「
知
り
合
い
・
友
人
」（
一
二
・
○
％
）

の
順
と
な
る
。
精
神
障
が
い
者
は
、「
公
共
職

業
安
定
所
」（
五
○
・
○
％
）
が
半
数
を
占
め
、

以
下
、「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
」（
二
四
・
一
％
）、「
家
族
・
親
戚
」（
二
二
・

六
％
）
が
続
く
。
一
方
、
知
的
障
が
い
者
の

就
職
に
際
し
て
の
相
談
相
手
（
複
数
回
答
）

に
つ
い
て
は
、「
家
族
」（
二
七
・
○
％
）
と
「
学

校
の
先
生
」（
二
七
・
○
％
）
が
同
率
で
並
び
、

以
下
、「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
」（
一
○
・
九
％
）、「
公
共
職
業
安
定

所
の
職
員
」（
一
○
・
二
％
）、「
就
労
移
行
支
援
、

就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
所
、
作
業
所
な

ど
の
職
員
」（
一
○
・
○
％
）
が
続
く
。

能
力
に
応
じ
た
評
価
、
昇
進
昇
格
を

　

職
場
に
お
い
て
改
善
が
必
要
な
事
項
（
複

数
回
答
、
二
つ
ま
で
）
に
つ
い
て
は
、
身
体

障
が
い
者
は
、「
能
力
に
応
じ
た
評
価
、昇
進
・

昇
格
」（
二
八
・
○
％
）、「
調
子
の
悪
い
と
き

に
休
み
を
取
り
や
す
く
す
る
」（
一
九
・
六
％
）、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
容
易
に
す
る
手

段
や
支
援
者
の
配
置
」（
一
八
・
○
％
）
が
上

位
に
あ
が
る
。
精
神
障
が
い
者
は
、「
能
力
に

応
じ
た
評
価
、
昇
進
・
昇
格
」（
三
一
・
二
％
）、

「
調
子
の
悪
い
と
き
に
休
み
を
取
り
や
す
く

す
る
」（
二
三
・
一
％
）、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
容
易
に
す
る
手
段
や
支
援
者
の
配
置
」

（
二
○
・
四
％
）
が
並
ぶ
。
一
方
、
知
的
障

が
い
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
職
場
に
対
す

る
要
望
事
項
（
複
数
回
答
）
と
し
て
は
、
二

人
に
一
人
が
「
今
の
仕
事
を
ず
っ
と
続
け
た

い
」（
五
二
・
三
％
）
と
回
答
し
て
お
り
、
そ

の
ほ
か
、「
職
場
で
困
っ
た
と
き
相
談
で
き
る

人
が
ほ
し
い
」（
一
二
・
三
％
）、「
ほ
か
の
仕

事
も
し
て
み
た
い
」（
一
二
・
二
％
）、「
い
っ

し
ょ
に
働
く
仲
間
、
友
達
が
ほ
し
い
」（
九
・

一
％
）
な
ど
の
要
望
が
あ
が
っ
た
。

相
談
相
手
は
家
族
や
親
戚
が
上
位
に

　

仕
事
で
不
安
や
悩
み
を
抱
え
た
と
き
の
、

主
な
相
談
相
手
（
複
数
回
答
、
二
つ
ま
で
）

に
つ
い
て
は
、
身
体
障
が
い
者
は
、「
家
族
・

親
戚
」（
五
二
・
六
％
）、「
職
場
の
同
僚
・
友

人
」（
四
四
・
四
％
）、「
職
場
の
上
司
や
人
事

担
当
者
」（
四
一
・
四
％
）
が
上
位
に
あ
が
る
。

精
神
障
が
い
者
は
、「
家
族
・
親
戚
」（
四
○
・

四
％
）、「
職
場
の
上
司
や
人
事
・
健
康
管
理

担
当
者
」（
三
七
・
○
％
）、「
医
療
機
関
（
主

治
医
等
）」（
二
八
・
八
％
）
と
な
る
。
一
方
、

知
的
障
が
い
者
が
職
場
で
困
っ
た
と
き
の
相

談
相
手
（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
は
、「
職
場

の
上
司
」（
四
四
・
三
％
）、「
職
場
で
い
っ
し
ょ

に
働
い
て
い
る
人
」（
三
四
・
三
％
）、「
家
族
」

（
三
三
・
三
％
）
が
上
位
に
あ
が
る
。

仕
事
を
続
け
ら
れ
る
か
不
安
を
抱
く

　

一
方
、
将
来
へ
の
不
安
に
つ
い
て
は
、
身

体
障
が
い
者
は
、「
あ
る
」と
の
回
答
が
七
○
・

○
％
（
前
回
七
○
・
四
％
）
に
達
し
、
そ
の

内
容
（
複
数
回
答
）
は
、
多
い
順
に
、「
老
後

の
生
活
が
維
持
で
き
る
か
」（
六
三
・
九
％
）、

「
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
」（
六
○
・

七
％
）、「
障
害
が
重
度
化
す
る
の
で
は
な
い

か
」（
四
六
・
○
％
）
と
な
る
。

　

精
神
障
が
い
者
に
つ
い
て
は
、「
あ
る
」
と

の
回
答
が
八
一
・
九
％
（
前
回
八
三
・
三
％
）

に
の
ぼ
り
、
不
安
に
思
っ
て
い
る
事
項
（
複

数
回
答
）
は
、「
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
か
ど
う

か
」（
七
一
・
五
％
）、「
老
後
の
生
活
が
維
持

で
き
る
か
」（
六
八
・
一
％
）、「
病
気
が
再
発
、

悪
化
す
る
の
で
は
な
い
か
」（
五
一
・
五
％
）

が
高
く
な
る
。

　

一
方
、
知
的
障
が
い
者
に
つ
い
て
は
、
将

来
に
対
す
る
不
安
が
「
あ
る
」
と
回
答
し
た

の
は
四
七
・
○
％
（
前
回
五
三
・
三
％
）、

そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
親
が
い
な
く
な
っ
た

ら
生
活
を
助
け
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な

る
」（
三
七
・
三
％
）、「
い
ま
の
仕
事
を
続
け

て
い
け
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」（
二
三
・

○
％
）、「
わ
か
ら
な
い
が
な
ん
と
な
く
不

安
」（
二
二
・
八
％
）
が
上
位
に
あ
が
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）




